
薬第 863 号

令和6年12月27日

一般社団法人宮城県病院薬剤師会長 殿

‐,．‘ ・ ・琴弓1

宮城県保健福祉部長 -I

大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例の一部改正について（通知）

本県の大麻取締行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し

上げます｡

このことについて、別添のとおり令和6年12月18日付け宮城県条例第79号に

より、大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例の一部を改正する条例が公布された

ので、承知願います。

なお、改正の趣旨及び改正の主な内容は下記のとおりです。

記

1 改正の趣旨

令和5年12月13日付けで大麻取締法及び麻薬及び向精神薬の一部を改正する

法律（令和5年法律第84号、以下「改正法」という。）が公布されたことに伴

い、大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例（平成12年宮城県条例第58号）

について所要の改正を行うもの。

なお、この法律は公布の日から1年以内及び2年以内と2段階で施行されるが、

今回の条例改正は、このうち第2段階施行に対応するもの。

2 改正の主な内容

（1）大麻草採取栽培者について以下のとおり区分されるため、都道府県知事免許と

なる第一種大麻草採取栽培者の免許申請に係る文言を整理。修正する。

①第一種大麻草採取栽培者

都道府県知事免許、免許期間3年、大麻草の製品の原料とする場合

②第二種大麻草採取栽培者

厚生労働大臣免許、免許期間1年、医薬品の原料とする場合

（2）第一種大麻草採取栽培者免許の手数料を、22y 000円とする。

3 施行年月日

令和7年3月11ヨ

担当：薬務課 監視麻薬班 青木
TEL:022-211-2653

FAX:022-211-2490

E-man :yakumu -k@prefmiyagi.19.jp
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条
例

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
饗
及
び
饗
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

（
人
事

課
）

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
同

）

○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関

す
る
条
例

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）

○
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
二
件
）

（
財
政

課
）

○
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
県
警
本
部
運
転
免
許
課
）

○
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
税
務

課
）

○
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

（
同

）

○
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
市
町
村
課
）

○
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）

○
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
）

○
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
薬
務

課
）

○
建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
建
築
宅
地
課
）

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号

宮
城
県
公
報

目
次条

例

発 行

宮 城 県
(総務部県政情報･文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目8番1号
電話022 (211)2267
(毎週火､金曜日発行）
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ヲ（》◎第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
四
十
一
万
五
千
六
百
円
」
を
「
四
十
一
万
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
五
万
千
百
円
」
を
「
五
万
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
五
万
四
百
円
」
を
「
五
万
千
八
百
円
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百

分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

分
の
六
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
饗
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
七
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
饗
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
等
）

１
こ
の
条
例
中
第
一
条
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下

「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
期
末
手
当
の
内
払
）

３
新
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び

に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
る
期

末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。
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大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

鶏
浩

○
宮
城
県
条
例
第
七
十
九
号

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
行
わ
せ
る
」
の
下
に
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
と

き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

第
六
条
中
「
（
宿
泊
室
を
除
く
。
と
を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
「
、
知
事

の
承
認
を
受
け
て
」
を
削
る
。

第
七
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
「
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
六
号
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
指
定
管
理
者
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

別
表
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
目
的
及
び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、

同
条
第
五
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
三
条

法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
変
更
の
内
容

三
変
更
の
理
由

四
変
更
の
年
月
日

（
免
許
証
の
書
換
交
付
の
申
請
）

第
四
条

第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
は
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。
）
の

記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
免
許
証
を
添
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
変
更
の
内
容

三
変
更
の
年
月
日

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
五
条

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
諦
を
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
躯
項

を
記
戦
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
毅
損
又
は
亡
失
の
年
月
日

（
免
許
証
の
返
納
の
届
出
）

第
六
条

法
第
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
を
返
納
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
戦
し
た

届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
返
納
の
理
由

三
返
納
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日

（
持
出
し
の
許
可
）

第
七
条

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
職
し
た
申

一＝
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請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
持
ち
出
そ
う
と
す
る
大
麻
の
栽
培
地
の
所
在
地
並
び
に
品
名
及
び
数
量

三
持
出
し
先
の
名
称
及
び
所
在
地

四
持
出
し
の
理
由

五
持
出
し
を
行
う
年
月
日

（
廃
棄
の
届
出
）

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
戦
し
た
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
大
麻
の
栽
培
地
及
び
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

三
廃
棄
の
場
所
及
び
方
法

四
廃
棄
の
理
由

五
廃
棄
の
年
月
日

２
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
戦
し
た
届
出
普
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
大
麻
の
栽
培
地
及
び
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

三
廃
棄
の
場
所

四
廃
棄
の
理
由

五
廃
棄
の
年
月
日

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
七
千
八
百
円
」
を
「
二
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を

「
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
書
換
え
交
付
」
を
「
書
換
交
付
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
譲
渡
の
届
出
）

第
九
条

法
第
十
二
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
配
戦
し
た
届
出
普
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名

二
譲
渡
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

附
則

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第
五
十
三
号
。
以
下
「
建
築
物
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
鋪
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
行
為
（
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
劉
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
は
、
第
一
項

の
手
数
料
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
用
途
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
床
面
稜
の
合
計
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
確
認
済
証
の
交
付

を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
に
お
い
て
、
増
加
す
る
部
分
の
床
而
制
の
合
計

が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

弓 を 建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉

○
宮
城
県
条
例
第
八
十
号

建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

建
築
塞
準
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
の
表
中

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
免
許
を
受
け
て
い
る
改
正
前
の
第
七
条
に
規
定
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
免
貯
の
有
効
期
間
内
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一二二
戸
建
て
の
住
宅

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

－

一
万
六
千
四
百
円

浩

」

'一一

建
築
物
の
用
途

床
面
積
の
合
計

手
数
料
の
額

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

三
万
九
千
円

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
耐
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

三
万
円

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

三
万
円


